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公文書館専門聡員の麓成をめぐる現状と課題

1 国立公文書館における専門職員の研修・養

成

田立公文書館における専門職員の研修或いは

養成について期間、時期、対象者等は以下のと

おりである。アーキピストの養成と文書を出す

側、記録管理者向けの 2つがある。

2 国立公文書館「公文書館専門職員養成課

程」

今回の報告は主に、公文書館専門職員養成課

程に焦点を絞りたい。公文書館法施行後、 5日

間の研修会を持ち、さ らに拡大していく中で、

専門職員養成課程が成立した。その問、二つの

研究会と、カリキュラムの編成が行われた。最

初の研究会、「公文書館における専門職員の養

成及び資格制度に関する研究会」が、平成元年

から約 4年半かけて行われた。ここで出された

提言は、養成機関については、国立公文書館を

主体とする養成機関を作りたいという願い、そ

れから、対象者については、地方公共団体が設

置する公文書館等の職員、研修期間は大学院修

独立行政法人国立公文書館梅原 康嗣

士課程相当で、基本的には 2年。更に資格認定

も総理府で一元的に行いたいというような形の

ものだった。その後、 2つ目の研究会、 「公文

書館における専門職員の養成課程の整備等に関

する研究会」が行われた。その聞に社会状況も

変わってきており、大学院等におけるい くつか

のアーキピスト養成が始ま ってきたこ と等で、

実質的に全て国立公文書館が担うというような

考え方ではなくなってきていると考え られる。

養成対象は、当初新規採用者を検討したが、ま

ず現在在職するものが対象にな った。期間は、

現職であるこ とを加味した上で8週 とした。そ

の後カリキュラムの確定がなされて平成10年か

ら開始となった。内容は大きく 5つの柱があ り、

概論・公文書館論、資料論、資料管理論、 情報

サービス論、修了論文である。

平成10年実際行う段になって、地方からの要

望もあり、 8週が4週に短縮、資格認定につい

ては、現在国立公文書館長名での修了証を出す

という 点に変わってきたこ と、更に、 カリキュ

ラムの半減がなされ、その形で現在も行われて

名称 公文書移管 公文書保存管 公文書館等職員 公文書館専門職 公文欝自実務担
いる。

事務部月 J~際費会 研修会

期間 1時間~ 3日間 5日間

時期 6月中下旬 7月上旬 9月上旬

井I象 行政機鳴の 国の機関等に 国・地方公共団

各部局の文 おいて製肪す 体公文議官闘機

割旦当職員 る文書主管課 員、未設置の文

等職員 書主観県職員

(初任者研修)

定員 30名程度 30名程度

員養成課程

4週間

10・11月

国・地方公共団体

公文書館職員、 2

年Eん七業務に携

わっている人・準

ずる人

(教前慨修)

20名程度

当者研究会議

3日間

1月下旬

国・断公共団

体の公文書館に

i1J務、専門的な

業務に機わって

いる人

(テーマ石昭E会)

20名程度

受講対象者について

は、国及び地方公共団

体が設置する公文書館

等 に勤務 し… とあり 、

現状は、 園、地方公共

団体、市町村を含む。

参加者 は、国の機関か

ら、行政機関では、情

報公開法の関連の法律
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で歴史資料等の特別の管理がされるというふう

に指定されている機関。その内で、宮内庁書陵

部、防衛研究所図書館、外交史料館、そして、

本年、国立大学(東京大学史史料室、金沢大学

資料館)がある。立法機関として、衆参、国立

国会図書館を考えているが、実質的には国会図

書館のみ、司法機関からは、別の研修への参加

はあるが、現在はない。加えて、国立公文書館。

その他、今年日本銀行金融研究所(アーカイブ)

からも受講申し出があり、館長が特別に認め、

お受けしている。

地方の方は、都道府県・政令指定都市そして

市区町村にわたり、現在28都道府県の内19、政

令指定都市では 3、市区町村では公文書館未設

置を含め 5である。公文書館の設置の有無には

こだわらない。館としては、全ての都道府県知

事宛に推薦依頼をしている。

公文書館未設置及び範囲の拡大については検

討しなければならないが、独立行政法人として

の国立公文書館業務方法書の枠で定められてい

る。第7条に、歴史公文書等の保存利用に関す

る研修があり、館または国の機関の担当者に対

して研修を行うとなっている。方法書第10条に、

内閣総理大臣の委託を受けて業務ができるとい

うところの中に、地方公共団体の職員を参加さ

せることができるという項があり、これによっ

て地方の公共団体からも参加できる。現状とし

てそこまでである。その他の大学院生とかは、

現状の方法書の中では定められていない。

内容については、毎年意見を組み入れ、多少

カリキュラムの編成に改良を重ねてきている。

5つの柱については変えていないが、外部の方

からの意見もふまえ、年々改良を加えており、

現状120時間にわたる 4週間の研修を行ってい

る。その外、自宅等での修了論文の執筆があり、

120時間にプラスされる部分はかなり多い。

現在 5年を経過し、地方の公文書館、地方等
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では60人、国の関係で14人、計74名。今年は12

名が参加している。地方からの参加者のうち、

既に現場から去られている方もあり、 三分の二

がまだ現職でやっている状況にある。

受講者の反応としては、勿論カリキュラム上

不足の点はあるが、概ね好評である。しかし派

遣ができない館が現状としてかなりある。予算

の問題や、 4週間不在による業務への支障、す

でに参加者がいる、もともと参加できないとこ

ろもある。

地方公文書館の職員状況は、専門職員という

職制が確立していないということから、学芸員

や司書、教員或いは一般の行政戦から構成され

ている混成チームによる運営、 一定程度年数で

の人事異動、難しい館独自の選考採用、非常勤

職員や或いは嘱託の職員に負う体制が指摘でき

る。

3 r専門職員養成課程Jへの批判

公文書館の専門職員の養成課程に対する様々

の批判等もある。すでにこれらについて取りま

とめたものとして、 f日本歴史学協会年報16J

に、太田富康氏が報告している。太田氏が受講

者側、講師側としての立場で触れているが、多

様な文書館像を整理することが必要ではないか

という点を強調しておきたい。三つの文書館像

が提案されている。どこの所を狙っていくのか、

今もってアーカイブズ像があいまいになってい

るのではないか。

全史料協からの批判があった。専門職問題委

員会等からの提案、或いは会報、それから大会

等でのアピール等が行われている。

歴史学会等からの意見もある。たとえば、日

本歴史学協会では、毎年シンポジウムが行われ

ている。

日本学術会議の提言として、最近いくつかの

報告がなされている。学術基盤情報常置委員会
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の報告で、平成14年3月12日「行政改革と各種

施設等独立行政法人化の中での学術資料・標本

の管理 ・保存専門職員の確保と養成制度の確立

について」がある。今年の 6月24日、第 2弾の

提言「学術資料の管理・保存・活用体制の確立

および専門職員の確保とその養成制度の整備に

ついてJが出ている。この中では、「公文書館

法附則二項の暫定措置(専門職員についての特

例)を廃止し、公文書館法立法の趣旨に則り公

文書館に専門職員を配置する」という提言もあ

る。

4 内閣府における「研究会jでの議論

内閣府における 「歴史資料として重要な公文

書等の適切な保存・利用等のための研究会jに

おいても、専門職問題についていくつか議論が

あった。まず第 l回目、官房長官から「どのよ

うな公文書館としてのイメージを持つのか」と

いう質問があった。座長の高山先生から、人の

養成、養成のシステムが機能していないという

ことについての発言があった。その後、第3回

の研究会で、専門職関係が取り上げられて議論

が行われた。その中で 「今時そもそも4週間で

専門家だといえるような、そんな専門家はあま

りにも世の中では通用しない。Jという厳しい

発言もあった。附則二項「当分の問置かないこ

とができるJについて「地方の創意工夫を摘む

という理由で、必置規制は現在大変評判がよく

ない。」こういう意見も中にはあり、「地方の公

文書館を作ろうという動きに水をさすのではな

いか」という発言もあった。

これらを踏まえて、中間とりまとめが行われ

たが、制度を支える人材の養成として、 二つの

面から取りまとめている。ひとつは、公文書館

の専門職員、自らの養成と、実際に文書を作成

している各府省の、文書管理人材を どう養成し

ていくか、という部分の二点である。二点目は、
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国立公文書館の場合は、基本的には各省が文書

を判断して残すものを申し出るという仕組みに

なっており、それに対して、総理大臣に対して

の意見を申し上げるということはあるが、本質

的に選ぶのは、主体としては各府省であると、

という点からきている。

まず、専門職員の養成であるが、主な項目と

しては、現行のアーキピスト養成の質的な向上、

体系的なスキルアッ プ、従って、カリキュラム

の見直しゃ、教材開発、段階的、継続的な資質

向上への研修体制の強化、さらには、現行の受

講対象生を更に門戸が開放できないかどうかの

検討を今後行うとしている。具体的な実施方法

の多様化、現行4週間でもなかなか来られない

ということに対する遠隔教育の検討も含まれて

いる。

それを具体的に、短期的課題と長期的な二つ

の面からみると、研修の位置付けの見直しと体

系的な検討。現在3つの研修と養成課程が行わ

れているが、これ自体をもう一度体系的に全部

見直す時期に来てないかということである。こ

れは、段階的な位置付けを作る、或いは、体系

的なものにするということになるが、これらの

検討が必要である。

実際に行われているカリキュラムを、もう少

し時代の要請に合うものに変えていく必要があ

る。電子文書の移管 ・保存 ・公開の問題、或い

はデジタルアーカイブ、現用文書からの記録管

理全般の部分に関わる部分等々にも、もう少し

カリキュラムを充実させる必要がある。実施方

法の多様化として、 先進国のアーキピストを招

くなど、今まさに必要となっていることを、共

に地方の公文書館と問題を共有してやっていく

ようなことも考えたい。

次に、中長期的な視点であるが、これについ

ては、現在十分な検討がなされていない。いく

つか考えられていた内容として、研修の高度化
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や体系化として、高等教育研究機関との連携の

検討、更に、先端的な、或いは体系的なカリキ

ユラムの検討、地方のニーズに合わせた研修の

開発がある。制度面として、付則の廃止の是非、

それからアーキピストの配置というような問題

がそこに入っている。

このように大きく 二つに分けたのは、実際、

今まさにやらなければならないことを進めてい

けるように、中間取りまとめは、即、実行に移

す、という視点で、少なくても今年度、或いは

来年度中にある程度の見通しが立てられるよう

に検討をする、そのための予算要求をするとい

うことで、現状としては二段階の仕組みになっ

ている。

次に、各府省における文書管理人材の養成に

もう少しウェイトをかけなければいけないとい

う意見がある。ここで、記録管理全般に関する

部分を、国立公文書館としては、さらに詰めて

いかなければならない。国立公文書館の研修は、

文書主管課の担当者だけで、各省にも専門官、

或いは館長自らも出向いて次官と折衝するな

ど、いろいろな移管に関わる啓発活動はしてい

るが、これ自体をもう少し拡大し、内容面での

拡充を図るわけで、文書を出す側の省庁の担当

者のところに、様々な活動を、アプローチして

いこうと考えている。

5 アーキビス卜像のゆらぎ

アーキピスト像はどうなのかという点を、太

田報告にもう 一度戻って考えてみたい。

アーキピストとは何か。私共現場にいる人た

ちが、特に自分の周りにいる人、或いは文書を

出す人、或いは財政当局、その方々にどのよう

に理解してもらうのか、そこが非常に今重要に

なってきているのではないかと感じる。なぜ、

今、アーキピストが必要なのか。来年ではいけ

ないのか。こういうことをいろいろと話をして
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いかないと、仲間うちにも理解は得られない。

さらには、その先に国民もいる。そこで、求め

ていく像、公文書館 (文書館)像をもう少し整

理をしていく必要があろう 。

内閣府の研究会の海外視察で、韓国の政府記

録保存所を訪問した。記録保存所の担当者は、

INo Archives No Democracy Jと語った。韓

国の政府記録保存所は、日本より 2年早く活動

を始めているが、 20世紀の後半、この 4、5年

前から大きく変化を遂げてきているといわれて

いる。背景に「公共機関の記録物管理に関する

法律」ができ、 2000年から施行になった。この

法律で、記録物管理には専門要員が必要で、そ

の配置を義務付ける、そのための資格は何か、

が示されている。この記録物は、当然アーカイ

ブズでもあり、 実は、現用文書でもある。従っ

て、昨今、諸外国のいくつかの例を聞く中で、

現用段階を終えたものだけを公文書館が扱って

いればいいのかどうか、という点、実際手を広

げるのはむずかしいが、視野に入れて行動して

いかないといけないのではないか。

韓国では、資料館が設置される。ここでは、

記録物の収集・保存・活用を行い、専門機関へ

その文書の移管をする、そういう役割と、情報

公開の仕事を行う 。従って、この資料館は日本

でいうと、各省庁等の文書課と呼ばれるものに、

近い。ここに、記録管理官的な専門職員を置く 。

そのための養成機関として、韓国国内の12の大

学院がある。記録の全般にわたる部分をカバー

しなければならないということが、韓国の例を

とっても言えるのではないか。

従って、今後、制度面の中の検討、それと地

道な養成の二つ、この二つが相まって、やはり

日本でもアーキピスト養成が高まっていくので

はないか、という点を指摘しておきたい。

これまでのアーキピスト像に関して考えてい

く場合、後世に残す資料の評価選別をしたり、
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その資料を適切に保存したり、 一般国民へその

情報を提供していくという、そういう部分は当

然あり、従来の 「歴史資料の保護者」というよ

うな立場のアーカイブズ像に加えて、現在求め

られている専門的な役割を付加し、更にもうひ

とつパージョンアップした、アーキピスト{象が

望まれているのではないか。それは、「国民の

記憶を守り、権利を保障するアーカイフ守ズのス

ペシャリストjと言えないか。そのための具体

的ないくつかの施策や対策方法が問われてお

り、今すぐ、取り組まなければならない。

「公文書は日本の基盤となる歴史的な知的な

財産であり、公文書を体系的に残すことは、現

代及び未来の国民の責任である」と、官房長官
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も発言された。したがって、そのためにアーキ

ピストは、評価・選別・公開・保存の責任者で

もあり、公文書研究の中核的な存在でもある。

現代は IT社会の急速な変化もあり、電子政

府への転換期でもあり、記録管理にリンクした

新しい公文書館の取り組みというものが求めら

れている。利用者が求めるような資料を提供で

きるシステム、或いは魅力的な情報提供、資料

を保存していく媒体等を含めた保存方法の研究、

が必要になっている。従って、「歴史資料の貯蔵

人」であるだけでなく、「国民の記憶の番人や、

権利の保障者jという立場から、アーキピスト

の使命というものはより重くなっている。
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